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はじめに  －エコアクション２１システム構築・運用の取り組み－ 

  

今日、世界的な規模で進行する地球温暖化問題により私たちを取り巻く生活・社会環境が

大きく変化しています。 

世羅町の財産である豊かな自然や、かけがえのない地球を守り、次世代に引き継ぐこと

が、私たちに課せられた大きな課題です。地球温暖化問題に的確に対応し、その対策に貢献

できる家庭や地域、事業所からの取り組みを積極的に推進することが求められています。 

世羅町では「脱温暖化のまちづくり」をめざし、行政はもちろん、町民、住民団体、事業

者が担う役割と目標を明らかにし、それぞれの立場での実践と相互の協働による地球温暖化

防止への取り組みを進めるための指針となる世羅町地球温暖化対策地域推進計画「脱温暖化

せらのまちづくりプラン」を平成21年度に策定し推進してきました。 

この計画で、行政の取り組みとして「エコアクション２１認証・登録」を掲げました。ま

た、温室効果ガスの排出を抑制するための具体的な行動として提言された「地域発重点プロ

ジェクト」を、本町の自然や地域特性を活かしたオリジナルの実践計画としています。 

世羅町行政では平成21年度に「世羅町地球温暖化対策実行計画」を策定し、行政機関にお

ける二酸化炭素排出量削減の取り組みを開始しました。 

世羅町役場における環境への取り組みを効果的・効率的に、そして継続的に実践していく

ため、またＰＤＣＡのサイクルを確立するため、環境経営システムを構築・運用してエコア

クション２１に取り組み、平成22年７月７日に認証を取得し活動しています。 

平成31年３月、各計画を改定し、「第３次世羅町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」

及び「脱温暖化せらのまちづくりプラン」の後継となる「第３次世羅町地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）」を策定して、それぞれの目標に向けて再スタートしています。 
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１．世羅町の概要 

 

１．１ 位置・面積等 

世羅町は広島県の中東部に位置し、東は府中市、南は尾道市、三原市、西は東広島市、北は

三次市に接し、これらの都市には 20～30 km圏内にあたり、広島空港にも約 36 ㎞と比較的近

い位置にあります。 

面積は、278.14㎢ で広島県面積の 3.3％を占め、森林や農地など自然環境に恵まれていま

す。豊かな自然の中で、四季折々に花、果物、野菜等農産物が育ち、観光農園が各地で営まれ

ています。（セラナンデス https://seranan.jp/） 

 令和４年３月末現在の世帯数は 6,762 世帯、人口は 15,303 人です。令和２年度と比べて、

世帯数、人口ともやや減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．組織の概要 

 

事業所名   世羅町役場 

代表者   世羅町長 奥田 正和 

所在地   広島県世羅郡世羅町西上原 123番地 1 

人口   15,303人（令和４年３月末現在） 

職員数   300人（特別職、派遣職員、会計年度任用職員を含む） 

    予算規模（一般会計予算） 110億 5,700万円（令和３年度当初予算） 

役場庁舎延べ床面積 2,661㎡（本庁舎） 

環境管理責任者  町長 奥田 正和 

環境管理事務局  町民課 環境整備係 

    電話  0847-22-4513  

fax   0847-22-2768 

e-mail kankyo@town.sera.hiroshima.jp 

 

世羅町 
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３．環境方針 

◇環境理念 

世羅町は広島県のほぼ中央に位置しており、せら高原の豊かな自然と環境に恵まれ、古い

歴史と伝統に支えられ、今日の繁栄が築かれてきました。私たちは先人の志を受け継ぎ、さ

らに輝きと潤いのある住みよいまちづくりを進めることをめざしています。 

 わが町の財産である豊かな自然や、かけがえのない地球を守ることが、私たち一人ひとり

に課せられた大きな課題です。今日の地球温暖化問題や持続可能な循環型社会の構築に的確

に対応し、その対策に貢献できる取組みを積極的に推進することが求められています。 

世羅町では、「第３次世羅町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」と「第３次世羅町地

球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定し、「脱温暖化のまちづくり」をめざし、行

政はもちろん、町民の皆さまや、住民団体、事業者の皆さまが担う役割と目標を明らかに

し、それぞれの立場での実践と相互の協働による地球温暖化防止への取り組みを進めること

を約束しています。 

世羅町は、自治体として環境経営システムを構築し、継続的な環境改善に努め、地球温暖

化防止、循環型社会の実現に向けて、全職員が一丸となって積極的に取り組みます。また、

町民、事業者とも協働して環境にやさしいまちづくりを推進していきます。 

 

◇基本方針 

１．具体的に次のことに取り組みます。 

 ①環境にやさしく品格ある持続するまちづくりを推進します 

 ②温室効果ガスの発生を抑制するため、省資源・省エネルギーに努めます。 

 ③廃棄物の発生抑制等に努めます。 

 ④節水に努めます。 

⑤事務用品のグリーン購入を推進します。 

これらについて環境目標・活動計画を定め、定期的に見直しを行い、継続的な改善に努め

ます。 

 

２．環境関連法令を順守します。 

 

 

制定：平成 21年４月 20日 

改定：平成 21年 12月１日 

改定：平成 25年３月１日 

改定：平成 27年３月１日 

改定：令和元年５月 15日 

 

世羅町長 奥田 正和 
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４．推進体制 

ＥＡ２１を着実にまた効果的に推進するため、世羅町地球温暖化対策実行計画の実施体制

と連携を図り、エコ委員会が中心となって活動を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．認証登録範囲 

ＥＡ２１の取り組みは、世羅町が行う全ての事務・事業で行います。当初、認証登録範囲

は７施設でスタートしましたが、平成 26年度に保育所を追加しました。 

ＥＡ２１ 認証登録対象施設（令和４年 12 月現在） 

施設名 住所 床面積（㎡） 職員数（人） 

本庁 

南館 

世羅郡世羅町西上原 123-1 

世羅郡世羅町西上原 124-2 

2,661.010 

1,111.290 

59 

34 

せらにし支所 世羅郡世羅町小国 3393 1,830.730  ７ 

世羅保健福祉センター 世羅郡世羅町本郷 947 1,253.320 42 

甲山農村環境改善センター 世羅郡世羅町西上原 123-1 1,496.640  ８ 

上下水道課事務所 世羅郡世羅町東神崎 351 239.500 11 

せら文化センター 世羅郡世羅町寺町 1158-3 3,415.960 14 

せらにしタウンセンター 世羅郡世羅町小国 3381 3,178.100  １ 

いお保育所 世羅郡世羅町伊尾 1953-１ 446,360 ６ 

にしおおた保育所 世羅郡世羅町賀茂 3132-2 491,520  ６ 

せらにし保育所 世羅郡世羅町小国 4495-１ 575,010 ６ 

 合 計  194 

その他の施設は次のとおりです。 
施 設 名 施 設 名 施 設 名 施 設 名 施 設 名 

甲山小学校 せらひがし小学校 世羅小学校 せらにし小学校  

甲山中学校 世羅中学校 世羅西中学校 
世羅学校給食セン
ター 

せらにし学校給食
センター 

代表者 兼 環境管理責任者 奥田町長 

エコ委員長 金廣副町長 

各小中学校・保育所教職員 各センター・管理棟職員 支所職員 本庁職員 

エコ委員会 内部監査チーム 環境管理委員会（課長会議） 

環境事務局 
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６．中長期目標 

 

６．１ 環境にやさしいまちづくり＜「第３次脱温暖化せらのまちづくりプラン」による＞ 

 

令和元年度から令和５年度を目標年度として５年間活動していきます。 

環境 

経営 

方針 

(ｷｰﾜｰ

ﾄﾞ) 

環境 

経営 

目標 

項目 

責任 

部門 
重点プロジェクト 具体的な取り組み 

脱
温
暖
化
の
ま
ち
づ
く
り 

住
民
、
事
業
者
と
協
働
に
よ
る
地
域
活
動 

町
民
課 

環
境
整
備
係 

イベントの企画 

脱温暖化に向けた取り組みを学び、

体験できる世羅町ならではのイベ

ントを企画する 

イベントの運営 
イベントの実施を通じて、脱温暖化

の取り組みを町内に広める 

脱温暖化せらのまちづくり

フォーラム 

講演やパネル展示等を通じて、脱温

暖化について学び、体験できるイベ

ントを開催する 

笑コカフェ 
古民家カフェを活用し、町民同士が

情報共有できる機会を創出する 

せら里山楽校、せらの山へ

行ってみよう 

様々な題材をもとに里山のおもし

ろさや楽しみ方を学び、体験できる

イベントを開催する 

環境講演会 
地球温暖化に関して、有識者を招い

て講演会を開催する 

 

 

６．２ 省エネルギ－・省資源等 

環境方針 環境目標 
削減目標 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

省エネルギー 

電気使用量の削減 △１％ △２％ △３％ △４％ △６％ 

自動車燃料使用量の削減（ガソリンの削減） △１％ △２％ △３％ △４％ △６％ 

二酸化炭素排出量の削減（電気＋ガソリン） △１％ △２％ △３％ △４％ △６％ 

二酸化炭素排出量の削減（灯油＋重油＋LPG＋軽油） △１％ △２％ △３％ △４％ △６％ 

省資源 節水 △１％ △２％ △３％ △４％ △６％ 

廃棄物の削減 一般廃棄物の削減（機密文書除く） △１％ △２％ △３％ △４％ △６％ 

（備考）1.基準値については、毎年見直すことで基準年が異なるため記載せず。 

2.グリーン購入については、「 グリーン購入法に対応した消耗品の契約比率を高める」 
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７．環境活動計画並びに活動実績及び評価 

令和３年４月から令和４年３月までの１年間の取り組み実績及び評価は次のとおりです。 

 

７．１ 環境にやさしいまちづくり活動 

 

７．１．１ 活動実績 

 

脱温暖化プロジェクトせらの実践活動を推進するため次の会議等を行いました。 

会議・学習会名等 概 要 開催回数 

プロジェクトリーダー会議 

必要に応じて開催。リーダーが集まり、プロジェ

クト全体で協議すべき事項についての協議や申

し送りなどを行う。 

９回 

エコ委員会 

世羅町役場内に設置された委員会。地球温暖化対

策実行計画を庁内で進めるため、各部署で選ばれ

たエコ委員で構成されている。 

２回 

脱温暖化せらのまちづくり

フォーラム実行委員会 

６月に開催する「第 11 回脱温暖化せらのまちづ

くりフォーラム in 甲山」の実施計画、準備及び

運営等について協議する。 

※フォーラムは新型コロナウイルス感染症の影

響により中止 

１回 

 

 

７．１．２ 取り組みと評価 

 

各種プロジェクトの遂行のため、プロジェクトリーダー会議等で協議を行い、プロジェク

トメンバーだけでなく広く一般町民等を対象としたイベントや研修を開催しました。 

一般町民の参加も多数あり、取り組みが着実に浸透していると評価しています。 

エコ自治会づくり（地域との連携） 

 

●うちエコ診断会 

令和３年 12月 12日（日）甲山自治センターにおいて、家庭部門での省エネ・省 CO2

対策を学習しました。 

●グリーンカーテンの取り組み 

 町内の自治センター、保育所、学校等の公共施設で、グリーンカーテンを育成し、そ

の効果を発信しました。 

●もみ殻クン炭の取り組み 

 稲刈り後の籾摺り作業で不要となる「もみ殻」を炭化し、活用することにより、Co2削

減に貢献できることを発信しました。 

        

    【うちエコ診断】    【グリーンカーテン】   【もみ殻クン炭】 
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７．２ 省エネ省資源等 

 

 

環境方針 
環境目標 

項目 
基準値 

令和３年度 

目標値(a) 
実績(b) 

結果 

(b/a％) 

省エネルギー 

電気使用量の削減 1,311,933kwh 1,272,575kwh 1,220,356kwh 95.90％ 

自動車燃料使用量の

削減（ガソリンの削

減） 

42,426ℓ 41,153ℓ 27,782ℓ 67.51％ 

二酸化炭素排出量の

削減（合計） 
1,263,627kg-CO2 1,225,718kg-CO2 

1,115,479kg-CO2 

※ 859,635kg-CO2 
91.00％ 

二酸化炭素排出量の

削減 

（電気＋ガソリン） 

1,057,451kg-CO2 1,025,727kg-CO2 

956,536kg-CO2 

※ 700,259kg-CO2 
93.25％ 

二酸化炭素排出量の

削 減 （ 灯 油 + 重 油

+LPG+軽油） 

206,176kg-CO2 199,991kg-CO2 158,943kg-CO2 79.48％ 

省資源 節水 7,202 ㎥ 6,986 ㎥ 5,489 ㎥ 78.57％ 

廃棄物の削減 
一般廃棄物の削減 

（資源化ごみ除く） 
7,447kg 7,224kg 6,705kg 92.82％ 

グリーン購入の推進 － 

グリーン購入法

に対応した消耗

品の契約比率を

高める 

グリーン購入法に対

応した消耗品の購入

契約 

 

（備考）1.基準値の年度は平成 25 年度。 

    2.基準値、目標値、実績の電気使用量排出係数は、0.731kg-CO2/kWh を使用。なお、実績の参考値

として 0.521kg-CO2/kWh（中国電力 R2 年度実績 調整後排出係数）を使用した値も併記(※)。 

 

令和３年度の結果はいずれも目標を達成できた。その結果、二酸化炭素排出量の削減も目

標値の２％削減をさらに上回って達成できた。 

 

取り組み内容として、共通取り組みと各部署独自の取り組みを設定した。 

また、各部署の取り組みの進捗状況の確認や振り返り等のため、年３回のエコ委員会を開

催した。 
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環境目標 

項目 
結果 取り組み 評価 

電気使用量

の削減 
4.1％減 

＜共通＞ 

・冷房運転時期の室温が 28℃、暖房使用時

期の室温が 20℃になるように冷暖房機

器温度を設定 

・夜間等のパソコンの主電源 OFFによる待

機電力の削減 

・必要時のみの照明設備の使用 

＜各部署＞ 

・故障した防犯灯の LED 化 

・庁舎改修の際照明は LED 化 

・空調機器の運転効率化の向上を図る 

・夏季のクールビズ、冬季のウォームビズ 

・網戸の設置、扇風機の活用によるエアコ

ン使用頻度の低減 

・１時間以上離席時のパソコン電源 OFF 

・退庁時最後の人がパソコンタップの電

源を切る 

・トイレの洋式便座の蓋を閉める啓発を

行う 

・ブラインドの活用 

目標達成。 

 

 各部署での取り組みは周知でき、そ

れぞれの部署の取り組みも職員の協

力で遂行できた。次年度も同様の取り

組みを実施する。 

 

・貼り紙による施設利用者への周知 

自動車燃料

使用量の削

減（ガソリ

ンの削減） 

32.5％減 

＜共通＞ 

・暖機運転は適切に 

・急発進・急加速や空ぶかしの排除 

・早目のアクセルオフ 

＜各部署＞ 

・公用車乗り合せの促進を行う 

・出張時にはサイボウズ等を確認し、乗り

合わせをする 

・出張時の公共交通の利用促進 

・業務日程を確認し、効果的な公用車の使

用に努める 

・燃料使用量の把握 

目標達成。 

 

エコドライブについては周知でき

た。次年度も同様の取り組みを実施す

る。 

 

・乗合せは良くできた 

・朝礼やネットで出張を確認して乗合 

せを実行 

二酸化炭素

排出量 

9.0％減 

<6.8％減

（電気+ガ

ソリン） 

20.5％減 

（灯油+重

油+LPG+軽

油)> 

 

二酸化炭素排出量は目標値から 6.8％

削減できた。次年度も同様の取り組み

を実施する。 
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環境目標 

項目 

結果 

(目標値と

比較) 

取り組み 評価 

節水 21.4％減 

＜共通＞ 

・節水の徹底 

＜各部署＞ 

・施設利用者への節水の啓発 

・限りある水資源の有効活用等について啓発す

る 

目標達成。 

 

・音姫、自動水栓導入効果あり 

・節水意識は高くなった 

一般廃棄物

の削減 ( 資

源化ごみ除

く) 

 

7.2％減 

＜共通＞ 

・原則、複数頁の印刷は両面印刷 

・裏紙使用 

＜各部署＞ 

・ミスプリントの削減とペーパーレス化を図る 

・職場で出るゴミの資源化・分別の再徹底 

・資料の印刷等は最低限にする 

・サイボウズの利用 

・印刷時のプレビュー利用で事前の確認を心掛

ける。 

・放課児童クラブでの活動でコピー余白や掲示

済ポスターの裏面等を再利用する 

・子育て広場等でペットボトル、段ボール、新

聞紙等の資源を活用した遊びの啓発や活動

を実施する 

・掲載期限の終了したポスターを子育て支援課

を通じて保育所へ提供 

・各施設の廃棄資材処分及び分別整理の徹底 

目標達成。 

 

 各部署の取組は概ねできた 

・コピー機横にミスプリント用の

箱を設置して裏紙利用や資源廃

棄を実施 

・ミスコピーは可能な限り児童ク

ラブで再利用 

・メール回覧 

グリーン購

入の推進 
－ 

グリーン購入法の特定調達品目のうち、消耗品

を購入する際はグリーン購入を着実に実施＜

財政課＞ 

 

消耗品の単価契約を行う際に、

可能な限りグリーン購入に対応

した消耗品で契約＜財政課＞ 
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８．環境関連法規への違反等の有無 
 

 

役場庁舎に関する環境関連法規の確認・評価した結果、順守されています。また、違反・訴

訟は過去３年間ありません。 

主な環境関連法規は次のとおりです。 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

○ 世羅町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 

○ 浄化槽法 

○ 消防法 

○ フロン排出抑制法 

 

世羅町の施設に対する環境苦情はないが、町内の苦情で指導を行った件数は次のとおりで

す。 

世羅町管内で指導を行った件数 

公害の種類 令和３年度 

大気汚染（野焼き等） ６ 

水質汚染（油漏れ等） ３ 

騒音、振動 ３ 

悪臭 ５ 

不法投棄 ４ 

その他 ０ 

合  計 21 

 

９．代表者による評価 
 

 

世羅町ではエコアクション 21 を認証取得して 12 年目に入ります。各職場でのエコオフィ

ス活動も定着し、それぞれの施策において環境活動の取組みを積極的に取り入れたこと、施

設の設備更新の際には省エネタイプの機器を導入したこと、公用車のエコカーへの入れ替え

が進んだこと、継続的な職員の意識向上のための啓発などが二酸化炭素の排出量の削減につ

ながったと考えます。新型コロナウイルス感染症の影響によりエネルギー使用量の削減につ

いては制限がありますが、今後の目標達成ができるよう継続した取り組みを進めてまいりま

す。また、行政の責務として、この取組みが町民や事業者への地球温暖化問題に対する意識

の高揚につなげていきたいと考えています。単に二酸化炭素の排出量を削減するのが目的で

はなく、環境負荷の低減を図りながら効率的に業務や事務事業を遂行するとともに、町民や

事業者に対する啓発活動を推進するための環境マネジメントであることをふまえ、今後とも

積極的に推進してまいります。 


